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令和７年９月定例会 一般質問（令和７年９月 30 日⑥） 

いらはら 勉 議員 

 
 

大阪維新の会大阪府議会議員団のいらはら勉です。通告に従い順次質問させて頂きま

す。 

１ 府営住宅における指定管理者のＤＸやＡＩの活用 

まず始めに、府営住宅における指定管理者のＤＸやＡＩの活用についてお伺いいたしま

す。私は府営住宅の指定管理にも、DX やＡＩが必要だと考えています。 
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私の地元、堺市営住宅では、問い合わせの対応にＡＩを活用しており、アバターが自動

的に窓口対応を行う対話型システムを試験導入しています。 

 
先々にはスマホ対応も検討されており、申込者や入居者等の利便性の向上や業務の効率

化を期待しているとのことです。 

 
また、私が都市整備常任委員会で提案した「ＡＩオートコール」を府でも採用いただ

き、実証実験中ではありますが成果を上げています。 

 

                     

              
                

                 
                  
        

                      

 

 

                 

                                      

                                                                   

                                                                 

                                                                   

                                                                 

                                                                   

                     

                                                   

          

                                      

        
         

                  
     

               

            

                 

 



 3 / 16 

 

これまでは職員が２週間弱で 2,000 件以上の督促をしていましたが、このＡＩオートコ

ールにより 2、30 分で 2,000 件以上の電話督促をすることができ、大幅に業務を軽減して

います。 

 
府ではまだ導入されていませんが、オートコールで安否確認、熱中症注意、災害の注意

喚起、提出書類の期日リマインド等も簡単にすることできます。 

そして、私がこれから取り組むべきと考えているのは、災害時の AI オートコールです。 
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災害時で一番重要なことは、現状把握です。どこから助けに行けば良いのか、どこから

直せば良いのか、現状を把握しなければ優先順位がわかりません。そこで必要なのが、Ａ

Ｉ通報システムです。 

 
入居者等が災害状況の写真をラインやメールで指定管理に送信し、ＡＩを活用して写真

を分類することで、緊急修繕の優先順位を決定する等のサービスがあります。 

私は、指定管理者の効率化やサービスの向上等を図っていくため、様々な分野でのＤ

Ｘ、ＡＩ等の技術を活用した提案を事業者に促す必要があると考えています。 

そこで、令和８年度に予定されている府営住宅の次期指定管理者の公募における、ＤＸ

の推進やＡＩ等の活用について、都市整備部長に伺います。 

 

【都市整備部長】 

◯ 府営住宅の管理・運営にあたっては、安定的・継続的なサービスの提供や、入居者の安全・安

心な暮らしの確保などを前提に、指定管理者からの提案も取り入れながら、入居者サービスの向

上等を図ってきたところ。 

◯ ＤＸの推進やＡＩ等の活用については、府営住宅における入居者サービスの向上等に資するも

のと考えており、今後の管理・運営において、こうした民間事業者のノウハウを更に活用できる

取組が必要と認識。 

◯ そのため、DX 化や AI 等を活用した先進的な事例や他の自治体での活用状況を把握するとと

もに、民間事業者に対し、先進技術活用の実効性や費用対効果等についてヒアリングを行ってい

く。 

◯ 今後、令和８年度に予定している次期指定管理者の公募にあたっては、ヒアリング結果等を踏

まえ、ＡＩ等の活用を含む様々な提案をいただけるよう、公募要件を検討していく。 
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２ 府営住宅の指定管理者選定における審査基準の配点 

これからの時代はＤＸやＡＩが必要なことは明らかであり、事業者から更に良い提案を

してもらう必要があると考えています。 

 
しかし、指定管理者選定における審査基準は、価格点が 50 点となっており、他の自治体

と比較してもその割合が圧倒的に高く、指定管理者からは「府で競争するのは価格だけ」

と聞いています。 

これまでの府の財政状況を考えれば、価格点が 50 点であったことは納得できますが、財

政状況が改善した今、価格点は他の都道府県並みにし、ＤＸやＡＩなどの良い提案に点数

が付くようにするべきです。 

そこで、府営住宅の次期指定管理者の公募時には、品質を重視し、事業者の創意工夫を

評価できる審査基準にするべきだと考えますが、財務部長に伺います。 

 

【財務部長】 

◯ 指定管理者選定時の価格点・品質点割合については、全庁共通の原則を示しているが、施設の

設置目的、態様、性格、提案を求める取組み内容等を踏まえ、配点割合を見直すことの必要性及

び合理性を整理し、当部と協議の上、原則と異なる設定をすることが可能。 

◯ これまでは、行財政改革を推進するため、価格点を重視してきたが、今後は、状況の変化に応

じて、価格とより良い品質のバランスに留意した審査基準としていくことが必要。 

◯ お示しの府営住宅においては、施設の今後の方向性やそのための審査基準の見直しについて

は、一義的には施設所管部局で検討いただき、当部としても協議をしてまいりたい。 
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【要望】 

本来、府営住宅の指定管理募集にはＤＸやＡＩ等、民間の良い提案、最新の提案等をい

ただけるようにするべきです。そのためには「品質投資」や「江之子島文化芸術創造セン

ターがこうだから」という話ではなく、１から府営住宅の管理のためにベストなものは何

かという観点で、都市整備部と財務部が協議を重ねる必要があると思っています。来年の

募集まで多くの時間はありません。都市整備部は新たな時代における府営住宅の運営管理

に関する調査や研究を行い、両部で議論を積み重ね、次期募集時には、府民に納得をいた

だける事業者選定を行うよう強く要望します。 

 

３ ＲＰＡと生成ＡＩを組み合わせた活用 

次にＲＰＡとＡＩの活用についてお伺いいたします。 

私は４年前の一般質問において、庁内の業務効率化の手段としてＲＰＡを取り上げまし

た。  

 
ＲＰＡとは、人がパソコンで行う定型作業をソフトウェアロボットによって自動化する

ツールです。私もたくさん活用しており、大変役に立っています。  

さらに近年では生成ＡＩの技術革新が進み、業務改善に役立つものとなっていますが、

まだまだ普及が進んでいないと感じます。吉村知事も府庁で生成ＡＩの推進を進めている

と理解をしています。   
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私はパソコンの中で、考えて判断する事以外はできるＲＰＡと、考えることができる生

成ＡＩとを組み合わせることで、業務改善に大いに役立てることができると確信をしてい

ます。 

 
パネルは総務省の資料からの抜粋ですが、例えば別府市の実証運用では、市民からのご

意見・問い合わせについて、メールの受信やとりまとめをＲＰＡで行うとともに、取りま

とめられた内容の要約などを生成ＡＩで行うことで、職員を介することのない自動化を実
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現しています。 職員１人で２週間程度かかる作業が、２日間程度に短縮されたと報告され

ています。 

どの自治体でもＡＩを推進するのは当たり前ですが、このようにＲＰＡをプラスする事

で大きな成果を得られるのです。 

私はＲＰＡと生成ＡＩを組み合わせた活用をさらに進めていくべきと考えますが、財務

部長の認識を伺います。 

 

【財務部長】 

◯ 大阪府ではＲＰＡを用いて、照会の集計や、メールの一括作成・送信のほか、既存業務システ

ムへのデータ登録など定型的な作業の業務効率化に取り組んでいるところ。  

◯ また、生成ＡＩを用いて、文章作成補助や要約、アイデア出しなど多岐にわたる非定型的な業

務において、各職員の業務効率化を図っているところ。  

◯ ＲＰＡと生成ＡＩを組み合わせることで、さらに業務の効率や効果を高めることができると考

えられる。引き続き、他府県の先進事例なども参考にし、業務改善に結び付けていきたい。 

 

【要望】 

ＲＰＡはプログラミングほど難しいものではなく、私でも簡単に活用できるものです。

府においても効率的な業務改善をするために、職員の皆様へＲＰＡの理解がより浸透する

よう、周知や活用促進を図るとともに、生成ＡＩとの連携による業務改善の取組を庁内全

体に展開していただきますようお願いしておきます。 

 

４ 自動運転タクシー等、最先端技術導入に係る通信環境整備 

次に、自動運転タクシー等、最先端技術の導入に係る通信環境整備についてお伺いいた

します。 

私は４年前の一般質問で、万博開催時にはレベル４の自動運転ができているはずなの

で、５Ｇのミリ波の整備が必要であると提案しました。 
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５Ｇには２種類の電波があり、４Ｇとはほとんど違いを感じないＳＵＢ６と、超高速の

ミリ波があります。近い将来に必ず始まる自動運転タクシーでは大容量の電波が必要であ

り、ミリ波を通信業者と協議し府へ導入するべきと提案させていただきましたが、２０２

５年にはそこまでは進まず、大阪・関西万博で運行している自動運転バスは、あらかじめ

作成された地図情報を活用した自動運転となりました。 

 決まった路線を走る車両であれば、5G ミリ波を使わずとも地図で走行することが可能で

すが、走行ルートを固定しない自動運転タクシーの場合、5G ミリ波等、高速・大容量の通

信を用いることが必要になります。アメリカや中国では、既に自動運転タクシーが街中を

走行しています。 
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パネルは自動運転電気タクシーの写真で、今回は府内を走行するロボタクシーの画像を

AI にも考えてもらいました。このようなロボタクシーが、未来の交通を大きく変えると確

信をしています。なぜなら、ペロプスカイト太陽電池等で充電し、スマートフォンで家ま

で迎えに来るロボタクシーが電車より安価であれば、駅まで歩く人はいなくなるからで

す。 

私は万博を契機に、大阪が自動運転や空飛ぶクルマ等の次世代モビリティの中心地とな

るべきであり、スーパーシティの推進においても、最先端の通信インフラ整備は重要であ

ると考えています。 

また、こうした通信環境が整備されたエリアからサービスが広がっていく傾向があると

考えており、まずは、うめきたや夢洲等のスーパーシティから整備を進め、大阪全体への

展開が図られることが望ましいと考えています。 

こうした最先端技術を活用した取組が、大阪で本格実装され、先陣を切って進めていけ

るよう、5G ミリ波など、最先端の通信環境の整備が重要であると考えますが、スマートシ

ティ戦略部長に伺います。 

 

【スマートシティ戦略部長】 

◯ 第５世代移動通信システム、いわゆる 5G については重要な通信インフラであると認識してい

る。その中でも、お示しのミリ波の整備は、自動運転等の最先端技術の発展に寄与するものと考

える。 
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◯ 本府では令和４年度より、国が携帯キャリア等の通信事業者とともに設置した「近畿デジタル

田園都市国家構想推進協議会」に参画し、5G やミリ波等の通信インフラの整備推進にむけた協

議等を実施しているところ。 

◯ 今後、万博で得られた知見等も踏まえ、次世代モビリティをはじめ、医療や教育、まちづくり

等、様々な分野・エリアでの本格実装に向けて、最先端の通信環境の整備が進むよう、協議会の

場などを活用しながら、通信事業者に働きかけてまいる。 

 

５ 万博レガシーとしての建設用３Ｄプリンター① 

次に、万博レガシーとしての建設用３Ｄプリンターについてお伺いいたします。 

私は、建設用３D プリンターが大阪の未来を大きく変えるツールであると考えていま

す。もちろん、大阪・関西万博の会場でも、建設用３D プリンターを使った建築物が展示

されています。 

 
こちらは、竹中工務店が万博会場内に建てた「森になる建築」です。使い終わると廃棄

物になるのではなく、時間をかけて土に還り、最後は植物が育って森になる 3D プリント

建築物です。 
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次は、万博会場の障がい者専用駐車場の管理棟です。３D プリンター部分は１時間半、

上の木造の屋根は３時間で完成し、展示物でなく実際の事務所施設として使用できるよ

う、建築確認も取って作られたとお聞きしています。 

 
次は、土でつくったトイレと休憩所の機能を持つ施設です。素材は全て国内で入手し、

全て自然に還すことをテーマに建設用３D プリンターで造られました。 
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そしてこちらは、ＪＲの初島駅です。世界ではじめて３D プリンターで造られた駅舎で

す。終電が終わってから工事を開始し、始発までの６時間で工事が終わったそうで、耐震

性は鉄筋コンクリート造りの住宅と変わりません。 

 
建設用３D プリンターでは住宅も建設しており、300 万～550 万円という安価な価格で

建設が進んでいます。パネルは能登半島地震で被災した石川県珠洲市（すずし）に建設さ

れた鉄筋コンクリートでできた住宅で、50 ㎡水回り込みで 550 万円だそうです。この会社
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のコンセプトは「車を買う値段で家を買う。30 年の住宅ローンをゼロにする」だそうで

す。 

私は万博レガシーとしての建設用３Ｄプリンターの活用は、日本における建築物の未来

を変える画期的な技術であり、府でも活用すべきと考えています。 

そこで、住宅・建築分野への建設用３Ｄプリンターの活用について、都市整備部長の所

見を伺います。 

 

【都市整備部長】 

◯ 建設用３Ｄプリンターは、建設現場における労働力不足の解消や作業効率の向上、工期短縮な

どが期待されており、国において建設用３Ｄプリンターを利用した建築物に関する規制のあり方

について、検討が進められている。 

◯ こうした状況を踏まえ、府では、建設用３Ｄプリンターの活用実績がある民間事業者に対して

ヒアリングを行ったところ、現場での作業期間の短縮が図られた一方、施工時の品質管理や将来

的な耐久性の見通しなどに課題があるとのことだった。 

◯ 引き続き、国における検討状況や民間事業者の取組について情報収集を行うなど、建設用３Ｄ

プリンターの活用に関する動向を注視していく。 

 

５ 万博レガシーとしての建設用３Ｄプリンター② 

この建設用３Ｄプリンター技術を活用した「３Ｄプリンター住宅」は、日本における住

宅の未来を変える革新的なものですが、建築・販売を行っている企業はまだ限られていま

す。今後普及させていくためにも、万博のレガシーとして、開催地・大阪で、この分野に

参入する中小企業やスタートアップが増えてほしいと考えています。   

そこで、３Ｄプリンター住宅分野への中小企業・スタートアップの参入に向けた支援に

ついて、商工労働部長に所見を伺います。 

（208 字／00:42 残 02:19） 

【商工労働部長】 

◯ 大阪・関西万博で披露されるなど注目をされている３Ｄプリンターを活用した建築物は、工期

短縮など、従来の住宅にはないメリットから、災害用のみならず用途の拡大も進んでいるとこ

ろ。 

◯ 今後、参入する中小企業やスタートアップを増やしていくためには、先行する企業と異なる技

術や付加価値をもつ製品の開発が必要とされる。そこで、大阪産業技術研究所では、材料等の開

発に向けた強度や耐久性の測定や、建設用３Ｄプリンターの技術改良等を支援するとともに、必

要に応じ、大学や専門の試験機関等に繋いでいく。 

◯ また、参入にあたって必要となる、研究開発資金や設備投資の支援策の案内、開発した技術に

ついての知的財産権の活用や、事業化に必要な協業先の確保等の課題に対しては、大阪産業局に

おいて支援していく。 
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【要望】 

この３D プリンター建築は、安価で建物が建つことから大手はできるだけ発展してほし

くないと考えている企業が多く、中小企業こそが輝ける分野です。府としてスタートアッ

プに力を入れるか、または企業誘致に力を入れることが必要だと思っていますので、ご検

討をお願いいたします。 

今後、この建設用３Ｄプリンターが、日本で発展していくことは間違いありません。通

常の建築の１／５や１／１０の価格で建設ができるようになれば、府の施設はもちろんの

こと、高校の校舎や、警察署等、建て替え計画が大きく変わる事になります。 

府としても、建設用３Ｄプリントの時代が来ることを見据えつつ、調査研究を続けてい

っていただきたいと思います。 

 

６ 賃貸住宅に関する課題についての周知 

最後に、民泊を目的にマンション等の賃貸住宅を購入し、その家主や管理会社が大幅な

賃料の値上げを行う課題についてですが、府内でも住民とのトラブルが生じています。 

借地借家法において、家主は、地価の上昇や、近隣同種の家賃相場と比較して賃料が不

相当となった場合、賃料の増額を請求することができるとされているものの、賃料は当事

者間の協議により決定されるものです。 

しかしながら、こうしたルールを知らず、家主から従来の賃料から数倍の増額を告げら

れた住民が言われるがまま家賃を支払う、もしくは、やむを得ず退去する事例があり、私

のところにも相談があります。 

こうした状況から、府民の皆さんには、賃貸住宅の賃料増額に関して、借地借家法上の

ルールやトラブルにあった際の対応を知っていただくことが重要と考えますが、府の取組

について、都市整備部長にお伺いします。 

 

【都市整備部長】 

◯ 賃貸住宅の賃料の一方的な増額に関する相談については、大阪府では、住宅に関する様々な相

談の総合窓口である「住宅相談室」のほか、消費生活センターにおいて対応している。 

◯ とりわけ、「住宅相談室」では、賃貸住宅の賃料増額に関して相談があった際に、借地借家法

の規定や、当事者間の協議が調わなかった場合における調停や裁判等の手続きを説明するととも

に、弁護士会等による無料法律相談を案内するなど、相談者に応じた対応を行っているところ。 

◯ これまでの「住宅相談室」での丁寧な案内に加え、今後は、府ホームページに相談事例と対応

策を掲載するとともに、賃貸住宅トラブルに関する啓発月間等において、業界団体と協力して情

報発信を行っていく。 

◯ 引き続き、関係部局とも連携しながら、府民への周知啓発に取り組んでまいる。 
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【要望】 

賃貸物件の退去時に大きなリフォーム代を請求される事案について府民へ周知啓発して

いただいていることは、府民の皆様の役に立っていると思っていますし、お声もいただき

ます。 

法外な賃料の値上げにつきましても、同様に周知啓発をお願いして、私の質問を終わら

せていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 


